
 
各 位 

 

2010 年 10 月 21 日 
 本 店 所 在 地 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号

 会  社  名 S B I ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

 （コード番号 8 4 7 3  東証第一部、大証第一部）

 代  表  者 代表取締役CEO 北 尾 吉 孝

 問 い 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取 締 役 C F O
   澤 田  安 太 郎

 電  話  番  号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 （ 代 表 ）

 

ハノイ駐在員事務所開設のお知らせ 

 
当社は、ベトナムのハノイ市に駐在員事務所を新規開設いたしましたのでお知らせいたします。 
 
ベトナムでは、1986 年に採択されたドイモイ（刷新）政策の推進により市場経済化と国際経済への統合

が進んでおり、また人口約 8,600 万人のうち半数が 30 歳未満（注 1）で、労働力人口も年々増加しているこ

となどから、同国経済は 2010 年以降も安定して毎年 6％以上成長すると見込まれております（注 2）。 
（注 1） UN, Demographic Yearbook 2008 （注 2） IMF 推計 

一方当社グループは、中国をはじめとする新興諸国において、各国有力パートナーと連携して積極的

に投資事業を進めるとともに、証券、銀行などのオンライン金融事業に関するノウハウ等を活用した金融事

業の展開を進めており、ベトナムにおいてもすでに、大手情報通信・ソフトウェア企業である FPT 
Corporation.と共同で投資ファンドを設立しているほか、Tien Phong Commercial Joint Stock Bank の

発行済株式の 20％を取得し、当社の持分法適用関連会社としております。 
 
このたび、2010 年 10 月 18 日付で正式に駐在員事務所開設にかかる認可を取得し、事務所を開設し

たことで、今後はベトナムやすでに銀行事業で進出しているカンボジアを含めたインドシナ地域における経

済動向等の最新の情報収集のみならず、同地域における事業活動を統括する拠点として活動する予定で

す。また、シンガポールに設立している現地法人のほか、同地域に韓国系企業が積極的に進出しているこ

とから当社の韓国子会社等とも連携して業務を展開することで、東南アジアの新興諸国における当社グル

ープの事業拡大に大きく貢献するものと考えております。 
 
【駐在員事務所の概要】 

名称 ： SBI ホールディングス株式会社ハノイ駐在員事務所 
英文名 ： SBI Holdings, Inc. Ｈａｎｏｉ Representative Office 
所在地 ： 13th Floor, FPT Building, Pham Hung Street, Cau Giay,, Hanoi 
設立年月日 ： 2010 年 10 月 18 日 
所長 ： 宗 英一郎 
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SBI ホールディングス株式会社  コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126 


